
 

太田市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和７年１０月３１日 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市条例第４７号 

 

太田市手数料条例の一部を改正する条例 

太田市手数料条例（平成１７年太田市条例第７９号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第６建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３７

条の１２第６項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認

定の申請に対する審査の項中「第１３７条の１２第６項」を「第１３

７条の１２第１１項」に改め、同表建築基準法施行令第１３７条の１

２第７項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申

請に対する審査の項中「第１３７条の１２第７項」を「第１３７条の

１２第１２項」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和７年１１月１日から施行する。 


